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（介護予防）通所リハビリテーション重要事項説明書 

 

１ 施設の名称及び所在地 

施設名称 介護老人保健施設 葵の園・桶川 

所在地 埼玉県桶川市倉田２２０８－１ 

法人名 医療法人社団 葵会 

代表者名 理事長 新谷 幸義 

電話番号 ０４８－７２９－１５００ 

サービスの種類 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

介護保険事業者番号 １１５５２８００４１ 

 

２ 事業の目的 

 加齢に伴い生ずる心身の変化に起因する疾病等により要支援、経過的要介護状態等とな

り介護、機能訓練並びに看護及び医療を要する者等について、これらの者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通所リハビリテーション及び介

護予防通所リハビリテーションのサービスを提供し、もって保険医療の向上と福祉の増

進を図ることを目的とする。 

 

３ 運営の方針 

（１）通所リハビリテーション 

利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必

要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能維持・向上を図るものとする。 

（２）介護予防通所リハビリテーション 

  利用者が要支援１、２の状態になった場合においても、その人の生活・人生を尊重し、

生活機能の維持・向上を積極的に図り、できる限り自立した生活を送れるよう、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の自立支援を図るも

のとする。 

 

４ 職員の職種・員数 

管理者 介護職員 支援相談員 作業療法士等 

１名 ７名以上 1名 １名以上 

 

５ 営業日及び営業時間 

営業日 営業時間等 

月曜日～土曜日 午前９：４５分～午後４：１５ 

日曜日 定休日 

年末・年始 １２月３１日～１月３日：休業 

 

６ 利用定員及び設備等 

定員 食堂 機能訓練室 浴室 相談室 送迎車 

７０名 １室 １室 ５室 １室 １３台 
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７ サービスの内容 

（１）送  迎：送迎時間は、利用者の安全を最優先に行っています。 

（２）食  事：栄養のある献立を考慮し、利用状況、嗜好等に応じて楽しい雰囲気つく

りに心掛けています。 

（３）入  浴：利用者の身体の清潔を保持するように心掛けています。 

（４）機能訓練：日常生活動作を含む利用者の機能保持及び機能訓練を図っています。 

（５）生活相談：利用者の基本的人権を尊重し、細かな愛情もとに平等に接し、食事、趣

味活動を通じて心身の健康維持、増進及び機能回復に努めて参ります。 

  

８ サービスの利用料 

※下記料金は、桶川市地域６級地区分単価（10.33円）で計算されています。 

（１）通所リハビリテーション利用料 

 
介護保険適用時の自己負担額 自己負担利用料 

利用料（円）6～7時間未満 日用品費 

（円） 

娯楽費 

（円） 

食事＋おやつ 

（円） １割負担 ２割負担 ３割負担 
要介護１ 698 1,395 2,092 100 100 750 

要介護２ 829 1,657 2,486 100 100 750 

要介護３ 957 1,913 2,870 100 100 750 

要介護４ 1,113 2,225 3,338 100 100 750 

要介護５ 1,265 2,529 3,793 100 100 750 

 

 
介護保険適用時の自己負担額 自己負担利用料 

利用料（円）4～5時間未満 日用品費 

（円） 

娯楽費 

（円） 

食事代 

（円） １割負担 ２割負担 ３割負担 
要介護１ 543 1,085 1,627 100 100 700 

要介護２ 632 1,263 1,894 100 100 700 

要介護３ 719 1,438 2,157 100 100 700 

要介護４ 832 1,663 2,495 100 100 700 

要介護５ 942 1,884 2,826 100 100 700 

 
 

介護保険適用分加算内訳           1割負担  2割負担  3割負担 

入浴介助加算（Ⅰ） 入浴時 42 円／回 83 円／回 124 円／回 

入浴介助加算（Ⅱ） 入浴時 62 円／回 124 円／回 186 円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 介護福祉士を 50％以上配置 19 円／回 37 円／回 56 円／回 

リハビリテーション 

提供体制加算 

4～5 時間未満 17 円／回 33 円／回 50 円／回 

6～7 時間未満 25 円／回 50 円／回 75 円／回 

リハビリテーション 

マネジメント加算（ロ） 

同意日から 6 ヶ月以内 613 円／月 1,225 円／月 1,838 円／月 

同意日から 6 ヶ月超 282 円／月 564 円／月 846 円／月 

リハビリテーション 

マネジメント加算（ハ） 

同意日から 6 ヶ月以内 820 円／月 1,639 円／月 2,458 円／月 

同意日から 6 ヶ月超 489 円／月 978 円／月 1,466 円／月 

 医師が利用者または家族に説明 279 円／月 558 円／月 837 円／月 

短期集中個別 

リハビリテーション加算 

退所(院)又は初介護認定を受けた日

から起算して 3 ヶ月以内 
 114 円／月  228 円／月  341 円／月 



p. 3 
 

重度療養管理加算 介護度 3～5  医学的管理を実施  104 円／月  207 円／月  310 円／月 

科学的介護推進体制加算   42 円／月  83 円／月  124 円／月 

栄養アセスメント加算  52 円／月  104 円／月  155 円／月 

栄養改善加算 月 2 回限度  207 円／回  414 円／回  620 円／回 

口腔機能向上加算（Ⅱ）1 月 2 回限度  161 円／回  321 円／回  481 円／回 

口腔機能向上加算（Ⅱ）2 月 2 回限度  166 円／回  331 円／回  496 円／回 

退院時共同指導加算   620 円／回 1，240 円／回 1,860 円／回 

送迎減算   -49 円／回 -97 円／回 -146 円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 総単位数に、8.6％乗じた額 

※日用品費：バスタオル、フェイスタオル、おしぼり等の料金です。 

※教育娯楽費：個別のレクリエーションを行うに際してのクレヨン、紙その他の費用

で、施設で用意する物をご利用頂く場合にお支払いただきます。 

 

 

（２）介護予防通所リハビリテーション利用料 

 介護保険適用時の自己負担額 自己負担利用料 

１割負担 ２割負担 ３割負担 日用品費

(円) 

娯楽費

(円) 

食事代

(円) 

おやつ代

(円) 

要支援１ 2,343 4,676 7,029 100 100 700 50 

要支援２ 4,368 8,735 13,103 100 100 700 50 

 

介護保険適用分加算内訳      １割負担  ２割負担    ３割負担 

一体的サービス 

提供体制加算 
１か月につき  496 円／月   992 円／月   1,488 円／月 

サービス提供体制強化加算Ⅱ1 介護福祉士 50％以上配置 支援 1  75 円／月 支援 1  149 円／月 支援 1  223 円／月 

サービス提供体制強化加算Ⅱ2 介護福祉士 50％以上配置 支援 2 149 円／月 支援 2  298 円／月 

支援１ 149 円 ／

月 

 

  支援 2  447 円／月 

 科学的介護推進体制加

算 

    42 円／月  83 円／月      124 円

／月 栄養改善加算 月２回限度    207 円／回  414 円／回      620 円

／回 退院時共同指導加算     620 円／回 1,240 円／回      1,860 円／回 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 
総単位数に、8.6％乗じた額 
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（３）お支払方法 

ア 事業者は利用料金を利用月の末締めとし、翌月１０日前後に請求書を作成し利用

者に通知します。 

イ 利用者は、当月料金の合計額を請求書に明細を付して翌月月末までに支払うもの

とします。 

なお、支払い方法は銀行口座引き落としか銀行振り込みか窓口支払いとします。 

ウ 事業者は利用者からの料金の支払いを受けた時は、利用者に対して受領書を発行

します。 

９ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

    まずはお電話でご連絡ください。居宅サービス計画の作成を依頼している場合は 

事前に担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）にご相談ください。 

 

（２）サービスの終了 

  ア 利用者の都合でサービスを終了する場合 

サービスを終了する１週間前までにお申し出ください。 

   イ 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等の止むを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場

合がございます。その場合は終了１ヶ月前までに文書にて通知いたします。 

ウ 自動終了 

    次の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

① 利用者が施設に入所した場合、あるいは医療機関に入院した場合。 

② 介護保険給付を受けていた利用者の要介護区分が非該当（自立）と認定され

た場合。 

③ 利用者がお亡くなりになった場合。 

  エ その他 

① 当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した

場合、利用者や家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、また

は当事業者が破産した場合は、利用者は文書にて解約を通知することによっ

て即座にサービスを終了することができます。 

② 利用者や家族等が当事業者のサービス従事者または他の利用者に対し、暴言、

いやがらせ等、サービス提供に著しく支障をきたす行為を行った場合は、当

事業者は文書にて通知することにより即座にサービスを終了させていただ

く場合がございます。 

 

１０ サービスの現状及び留意事項 

（１）サービスの現状 

項  目 有 無 備  考 

男性職員の有無 有 ― 

時間延長の有無 無 ― 

従業員への研修の実施 有 月１～２回の施設内研修の実施 

サービスマニュアルの有無 有 ― 

（２）サービス利用にあたっての留意事項 



p. 5 
 

   ア 利用者は他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利、機会等を侵

害してはならない。 

   イ 利用者は事業者の設備、備品等の使用にあたって、本来の用法に従い使用する

こととし、これに反した使用により事業者に損害が生じた場合、賠償するものと

する。 

   ウ その他この規定に定めるもののほか、サービス利用に関する事項は、契約書及

び重要事項説明書に明記し利用者に説明するものとする。 

１１ 送迎区域 

   桶川市、上尾市、伊奈町、北本市、久喜市、白岡市、蓮田市、鴻巣市 

 

１２ 非常災害対策 

 （１） 防災時の対応：事業所防災規定による。 

 （２） 防災設備：前ア項の規定に沿った設備を設置。 

 （３） 防災訓練：年２回実施。 

 

１３ 事故発生時の対応 

（１）事故発生時は、速やかに家族、関係機関に連絡し対応致します。 

（２）サービスの提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身

体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対して損害を賠償致します。 

 

１４ 緊急時の対応方法 

   サービス提供中に利用者の容態に変化等があった場合は状況に応じ、主治医、救急

隊、親族、居宅介護支援事業者へ連絡いたします。 

 

１５ 業務継続計画の策定 

① 感染症や非常災害の発生において、入所者に対する介護保険施設サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

１６ 虐待防止 

① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。 

③ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

④ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 
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１７ サービス内容に関する相談・苦情 

  （１）施設ご利用相談・苦情担当 

     苦情担当  事務長   武田 淳美 

     相談担当  支援相談員  

     連絡先   電話 048-729-1500 

  （２）その他 

     市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

     埼玉県国民健康保険団体連合会 電話：048－824－2568 

桶川市 担当課：介護保険課  電話：048－786－3211 

上尾市 担当課：高齢介護課  電話：048－775－6473 

伊奈町 担当課：総合福祉係  電話：048－721－2111 

北本市 担当課：高齢介護課  電話：048－594－5540 

久喜市 担当課：介護保険課  電話：0480－22－1111（代表） 

     白岡市 担当課：高齢介護課  電話：0480－92－1111（代表） 

     蓮田市 担当課：高齢介護課  電話：048－768－3111（代表） 

     鴻巣市 担当課：長寿いきがい課 電話：048－541－1321（代表） 
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令和    年   月   日 

 

 

（介護予防）通所リハビリテーションの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面

に基づいて重要事項を説明致しました。 

 

 

事業者  所在地 埼玉県桶川市倉田２２０８－１ 

      名 称 医療法人社団 葵会 

          介護老人保健施設 葵の園・桶川 

       

説明者                       ㊞ 

 

 

 

  

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から（介護予防）通所リハビリテーションについ

ての重要事項の説明を受けました。 

 

 

利用者    住 所                         

 

       氏 名                       ㊞ 

 

 

 連帯保証人  住 所                         

 

        氏 名                       ㊞ 
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